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令和６年度 静岡労働局の最重点施策

１ 賃金引上げに向けた支援と安全で健康に働く環境づくり

従来から取り組んできた働き方改革への対応に加え、適正な価格転嫁対策、同一労働同一賃金を

含めた適正な賃金引上げ等の支援を行います。

誰もが安心して働くことできる良好な労働環境を実現するためには、安全・健康な職場や長時間労

働の削減をはじめ、最低基準である労働基準関係法令の遵守が欠かせないことから、中小企業・小規

模事業者に寄り添った相談・支援を展開する傍ら、労働基準関係法令の履行確保のために労働局及

び監督署として必要な権限行使を適正に行っていきます。

また、昨年度からスタートした第14次労働災害防止計画のもと、災害が多い業種や高年齢労働者、

外国人等労働者の属性、転倒や腰痛等災害の態様別から労働災害防止対策を講じていくとともに、メ

ンタルヘルス対策等労働者の健康確保対策に取り組みます。

３ 女性活躍・男性の育児休業取得等の促進

女性の活躍推進をより一層進め、誰もが働きやすい就業環境を整備するため、「女性活躍推進法」

「男女雇用機会均等法」の履行確保を図ります。

また、少子高齢化が急速に進展する中で、出産、育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて

男女とも仕事と育児等を両立できる社会を実現することが重要なことから、「育児・介護休業法」の周

知・履行確保に取り組みます。

さらに、職場におけるハラスメントを防止するため、パワーハラスメント及びセクシュアルハラスメント等

の対策を総合的に推進するとともに、フリーランスが安心して働ける環境を整備するため、令和６年秋

頃の施行を予定しているフリーランス・事業者間取引適正化等法の周知啓発及び履行確保を図りま

す。

２ リ・スキリング、労働移動の円滑化の推進及び
中小企業等に対する人材確保の支援

「三位一体の労働市場改革」を踏まえ、リ・スキリングを含め、労使協働による職場における学び・学

び直しの取組を広めていくことが重要であるため個人向け及び企業向け支援策の両方の周知を図る

ほか、関係者と連携しつつ、労使のニーズに応じて取り組みます。

また、人手不足の問題が顕在化しつつある状況の中、成長分野等への円滑な労働移動を可能と

する環境整備や中小企業等に対する人材確保支援に取り組むことが重要であるため「労働市場の見

える化」の推進、特に雇用吸収力の高い分野を中心とした人材確保支援の実施等により、労働移動

の円滑化及びマッチング支援の充実を図ります。
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中小企業・小規模事業者の賃金引上げには生産性向上が不可欠であり、このような事業場での業

務改善による生産性向上等を推進するため、業務改善助成金の活用促進とともに「パートナーシップ

構築宣言」に基づく関係機関と連携した取組を推進します。

中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円

滑化施策パッケージ」に基づき、最低賃金・賃金支払の徹底、労務費が転嫁された取引の推進等の

取組を行います。

監督署において、企業が賃金引上げを検討する際の参考となる地域の平均的な賃金や企業の好

取組事例が分かる資料を提供します。

働き方改革支援センターにおいて、生産性向上等に取り組む事業者等に対する支援を行います。

賃金引上げに向けた支援と安全で健康に働く環境づくり

（１） 賃金の引上げに向けた中小・小規模企業等支援

（２） 最低賃金制度の適切な運営

経済動向、地域の実情等を踏まえ、充実

した審議が尽くせるよう最低賃金審議会の

円滑な運営を図ります。

改正された最低賃金額について、使用者

団体、労働者団体及び地方公共団体等の協

力を得て、改正の周知徹底を図るとともに、

最低賃金の履行確保上問題があると考えら

れる業種等を重点に監督指導等を行います。

最 低 賃 金 の 種 類
金 額
（時間額）

静 岡 県 最 低 賃 金 ９８４円

特
定
（産
業
別
）最
低
賃
金

鉄鋼、非鉄金属製造業 １,０１２円

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械
器具、輸送用機械器具製造業 １,０２８円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情
報通信機械器具製造業

９９７円

１ 賃金引上げに向けた支援
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（３） 同一労働同一賃金の徹底

監督署による定期監督等において同一労働同一賃金に関する確認を行い、短時間労働者、

有期雇用労働者又は派遣労働者の待遇等の状況について企業から情報提供を受け、雇均室や

安定部による指導や基本給・賞与について見直しを促す働きかけや支援策の周知を行うこと

により、企業の自主的な取組を促すことで同一労働同一賃金の遵守徹底を図ります。



２ 安全で健康に働くことができる環境づくり

（１） 長時間労働の抑制
① 長時間労働の抑制に向けた監督指導の徹底等

長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害を防止するため、各種情報から時間外・休日

労働が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場及び長時間にわたる過重な労働によ

る過労死等に係る労災請求が行われた事業場に対する監督指導を実施します。

② 中小企業・小規模事業者に対する支援

監督署に配置されている「労働時間相談・支援班」による説明会の開催や中小規模事業場への

個別訪問により、改正労働基準法等の周知等きめ細やかな相談・支援等を行います。

③ 時間外労働の上限規制適用事業・業務への労働時間短縮に向けた支援

建設業、自動車運転者に係る時間外労働の上限

規制適用については、施主や荷主といった取引関係

者、ひいては国民全体の理解を得ていくことが重要で

あるため、特設サイト「はたらきかたススメ」を通じた周

知を行います。

特にトラック運転者の労働条件確保を図る観点か

ら、関係省庁と連携しつつ、「荷主特別対策チーム」

により発着荷主等に対する恒常的な長時間の荷待ち

を発生させないことについての働きかけを行います。

また、監督署においては賃金水準向上に向けて賃金

の原資となる適正な運賃（標準的な運賃）を支払うこ

とについて丁寧に周知を行います。

医師については、医療機関の勤務環境改善に向

けた取組を支援するため、医療勤務環境改善センタ

ーによるきめ細やかな相談対応や助言を引き続き行

います。

④ 長時間労働につながる取引環境の見直し

大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業

者への「しわ寄せ」防止については、「しわ寄せ防止キャンペ

ーン月間」（11月）に集中的な周知啓発を行います。

監督指導の結果、下請中小企業等に生じている労働基準

関係法令違反の背景に親事業者等の下請法等の法令違反

が疑われる場合には、中小企業庁や公正取引委員会又は

国土交通省等関係機関に確実に通報を行います。
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（４） 非正規雇用労働者の処遇改善・正社員化を行う企業への支援
非正規雇用労働者の処遇改善や正社員化に取り組む事業主に対して支援を行うキャリア

アップ助成金について、「年収の壁・支援強化パッケージ」として、年収の壁を意識せず

働くことのできる環境づくりを後押しするために新たに設けた「社会保障適用時処遇改善

コース」や拡充した「正社員化コース」をはじめ、各コースの周知を行います。



（２） 労働条件の確保・改善対策

① 法定労働条件の確保

管内の実情を踏まえつつ、事業場における基本的労働条件の枠

組み及び管理体制の確立と定着が自主的になされ、労働条件関

係法令の遵守の徹底が図られるよう指導を行います。

また、重大・悪質な事案に対しては、司法処分も含め厳正に対処

します。

さらに、 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措

置に関するガイドライン」の周知を徹底し、監督指導において同ガイ

ドラインに基づいた労働時間管理が行われているかを確認し、賃金

不払残業が認められた場合には、その是正を指導します。

② 労働契約関係の明確化

労働基準法及び職業安定法に基づく労働条件明示事項に、就業場所・業務の変更の範囲等

を追加する内容の省令が改正され、令和6年4月に施行されることを踏まえ、労働契約関係の明

確化のための制度見直し等について労働基準監督署及びハローワークで周知・啓発を図ります。

③ 特定の労働分野における労働条件確保対策の推進

ア 外国人労働者

名古屋出入国在留管理局、外国人労働者実習機

構名古屋事務所等との相互通報その他連携を適切に

行い、外国人労働者の労働条件確保・改善を図ります。

また、外国人労働者に対する労働条件や安全衛生

管理に問題があると思われる事業場への指導を行いま

す。特に技能実習生等に対する人身取引が疑われる

事案については、司法処分を含め厳正に対処します。

さらに、外国人労働者相談コーナーを設置して、外国人労働条件相談員による相談等を受け

付け、外国人労働者の労働条件確保に努めます。

イ 自動車運転者

違法な長時間労働等が疑われる事業場に対し、

的確に監督指導を実施するなどの対応を行いま

す。また、静岡運輸支局と連携し、相互通報制度

を確実に運用するとともに、合同監督・監査を行い

ます。
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（３） 第14次労働災害防止計画（令和５年度～５か年）の推進

① 建設業における死亡災害の撲滅等

死亡災害が高止まり状態にある建設業での労働災害を防止するため

リスクアセスメントの結果に基づく適切な墜落・転落防止措置及び高年

齢労働者の安全と健康の確保のためのガイドライン（エイジフレンドリーガ

イドライン）に基づく取組の定着を図ります。また、製造業や林業など災害

が増加している業種についても、関係法令に基づく取組の徹底や関係ガ

イドラインの周知を図ります。

② 転倒災害等の行動災害の防止

「転倒」や「腰痛」などの行動災害防止対策について、県内のリーディ

ングカンパニー等を構成員とするSAFE協議会（小売業・介護施設）の

運営及び自主的な安全衛生活動の導入支援の取組等の水平

展開を図ることにより、管内全体の安全衛生に対する機運の醸

成を図ります。

③ 外国人労働者等の労働災害防止対策の推進

外国人労働者の労働災害が依然増加傾向にあることから、

外国人労働者が容易に理解できる視聴覚教材による安全衛生

教育の促進や注意表示等の「見える化」の促進を図ります。

④ ストレスチェック制度の浸透をはじめとした健康確保対策の推進

ア メンタルヘルス対策及び過重労働対策

ストレスチェック等のメンタルヘルス対策や長時間労働者に対する

医師による面接指導といった労働者の健康確保の取組が各事業場

で実施されるよう、引き続き指導を行います。

特に中小企業・小規模事業者の産業保健活動を支援するため、

静岡産業保健総合支援センター及び地域産業保健センターの周知、

利用促進を図ります。

イ 化学物質による健康障害防止対策

新たな化学物質規制関係の法令の周知を図るとともに、ラベル表

示、ＳＤＳ（安全データシート）等に基づくリスクアセスメント等の実施

のため丁寧な指導を行います。

また、改正石綿則に基づく石綿事前調査について、資格者による

事前調査、石綿事前調査結果報告システムによる事前調査結果の

報告等の徹底及び発注者への制度の周知等を図ります。

（人）
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② 新型コロナウイルス感染症に係る迅速・適正な労災補償の実施

① 過労死等事案、石綿関連疾患に係る迅速・適正な労災認定

精神障害

（過労死等事案、石綿関連疾患の請求・認定状況）

脳・心臓疾患

石綿関連疾患（石綿救済法を含む）

（４） 迅速・適正な労災保険の給付
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請求件数

認定件数

令和４年度 令和５年度

（5.12.31まで）

請求件数 3,122 1,123

不支給
決定件数 0 1

新型コロナに関する労災支給件数
脳・心臓疾患事案及び精神障害事案、石綿関連疾患につい

ては、改正された認定基準等に基づき迅速・適正な処理を徹底

するとともに、補償(救済)制度の周知を図ります。

被災された労働者や遺族等相談者へ懇切・丁寧な対応に取り

組むとともに、外国人労働者からの労災請求も適切に行われるよ

う外国語パンフレット等を活用して制度の周知等に努めます。

さらに、令和２年度より新たな制度として労災保険法に加わっ

た、複数事業労働者への保険給付についても、パンフレット等を

活用して制度の周知を図るとともに引き続き的確な処理を徹底し

ます。

新型コロナウイルス感染症に係る労災補償については、「新型コロナウイルス感染症の労災補償に

おける取扱い」に基づき迅速・適正な調査及び決定を行います。

また、労働者等から相談があった場合には懇切丁寧に対応するとともに、集団感染が発生した事

業場が確認された場合等においては、必要に応じ、事業場などに対し労働者への請求勧奨の実施に

ついて積極的に依頼を行います。

さらに、本感染症につきましては、感染性が消失した後も症状が持続し（罹患後症状があり）、呼吸

器や循環器、精神・神経症状等に係る症状がみられる場合があることから、厚生労働省の「新型コロ

ナウイルス感染症診療の手引き別冊罹患後症状のマネジメント」等を参考に医師の意見を確認し、

療養や休業が必要と認められる場合には、適切に対応していきます。
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リ・スキリング、労働移動の円滑化の推進及び中小企業等に対する人材確保
の支援

１ リ・スキリングによる能力向上支援

人材開発支援助成金（人への投資コース）及び（事業展開等リスキリングコース）について、引き続

き、積極的な活用勧奨を図るとともに、訓練メニューの周知広報等に取り組み、デジタル分野におけ

る訓練の活用促進を行います。

さらに、中小企業等が30日以上の長期教育訓練休暇の取得が可能な制度を設け、実際に適用し

た場合に助成対象となる同助成金（人への投資促進コース）の「長期教育訓練休暇制度」について、

賃金助成が拡充されたことから、その活用を促し、企業内における労働者の主体的な学び直しを支

援します。

（１） 経済社会の変化に対応した労働者個々の学び・学び直しの支援

（２） 在職時からのキャリア形成及びリ・スキリングの推進

（３） 公的職業訓練のデジタル分野の重点化

産業雇用安定助成金（スキルアップ支援コース）により、賃金上昇を伴う労働者のスキルアップを在

籍型出向により行う事業主への支援を実施するとともに、個別事業主に対して公益財団法人産業雇

用安定センターと同行訪問を行い、ワンストップによるマッチング支援等を実施します。

また、生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材の円滑な受け入れと、当該事業主に雇用さ

れる労働者の雇用の安定の確保のため、令和５年11月に創設された産業雇用安定助成金（産業連

携人材確保等支援コース）について、関係機関と連携して効果的な周知広報を実施します。

（４） 労働者の主体的なリ・スキリングを支援する中小企業における人材育成の促進

（５） スキルアップを目的とした在籍型出向の推進等

令和６年度に創設予定の「キャリア形成／リ・スキリング支援センター」と連携し、ハローワーク毎の

ニーズに応じて、キャリアコンサルタントの常駐・巡回による相談支援を行うとともに、関係機関等との

連携による本事業の積極的な周知広報により、労働者のキャリア形成やリ・スキリングを推進します。

厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した場合に、その受講費用の一部を支給する「教育訓

練給付」について、それまで限定的に認められていた電子申請が、令和６年２月以降、誰でも行える

こととなったことの周知を行うなど、教育訓練を受講しやすい環境の整備を図ります。

また、地域職業能力開発促進協議会を活用して、教育訓練給付制度にかかる地域の訓練ニーズ

を把握するとともに、訓練実施機関等に対する制度の周知や講座指定申請の勧奨などを行い、指定

講座の拡大を図ります。

デジタル人材の育成・確保のため、公的職業訓練については、訓練委託費等の上乗せ措置等によ

り、デジタル分野に係る訓練コース（ＷＥＢデザイン等の資格取得を目指すコース等）の重点化を図り

ます。また、ハローワークにおいては、求人・求職ニーズも踏まえつつ、デジタル分野の公的職業訓練

を推進して、受講につなげるとともに、訓練開始前から訓練終了後まで、きめ細かな個別型・伴走型

の支援を行います。

令和６年４月改正により、雇用調整助成金を長期間にわたり利用する場合、教育訓練の実施率に
よって助成率が見直されることについて、雇用調整を行う事業主に対して丁寧に説明するとともに、
教育訓練に関する情報提供や電子申請の利用勧奨を行います。

（６） 雇用調整助成金の見直し等への対応
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（１） 職業情報及び職場情報の収集・提供による求職者と企業のマッチング機能の強化、オンライ
ンの活用によるハローワークの利便性向上

２ 成長分野等への労働移動の円滑化

（２） 民間人材サービス事業者への指導監督の徹底

（３） 地域雇用の課題に対応する地方公共団体の取組の支援等

（４） 労働移動を行う事業主への支援

成長分野への円滑な労働移動を実現するためには、「労働市場情報の見える化」を進め、マッチン

グ機能の強化を図ることが重要であるため、「job tag（職業情報提供サイト）」を活用した職業相談及

び求人者の採用支援を進めるとともに、job tagが地域の関係者（地方公共団体、就労支援機関、学

校等）に積極的に活用されるよう周知を行っていきます。

また、企業の職場情報を求職者等に提供することにより職業選択を支援し、労働市場のマッチング

機能を強化していくため、厚生労働省において令和5年度中に策定予定である「職場情報の開示に

関するガイドライン（仮称）」及びこれを踏まえた「しょくばらぼ（職場情報総合サイト）」の利活用等につ

いて、周知を行っていきます。

いわゆる偽装請負や同一労働同一賃金に加え、雇用安定措置に関する事項等について、あらゆ

る機会を通じた情報把握に努めるとともに、違反を把握し、又はその疑いのある事案の指導監督に

万全を期し、労働者派遣法及び職業安定法をはじめとする労働関係法令の適正な運営の確保につ

き徹底を図ります。

「雇用対策協定」に基づく取り組みなど、国と地方が一層連携して地域の実情に応じた雇用対策

を行います。特に地方公共団体の希望に応じて、当該地方公共団体が行う業務と国が行う無料職

業紹介をワンストップで一体的に実施するなど、地域の特性に応じた支援を着実に行います。

また、東京圏及び大阪圏を中心とした全国のハローワークと連携し、静岡県への移住に伴う就職

を希望する求職者に対して、個々のニーズに応じた支援を行います。

① 就職困難者の成長分野への労働移動の円滑化

就職困難者を成長分野（デジタル・グリーン）の業務従事者として雇い入れる事業主等に対し

て高額助成を行う特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース）について、

制度の活用をより一層進め、就職困難者を対象とした成長分野への労働移動や賃上げを促進

します。

② 賃金上昇を伴う労働移動の支援

前職よりも一定以上賃金を上昇させた事業主に対して、離職を余儀なくされた者の早期再就

職を支援する早期再就職支援等助成金（雇入れ支援コース）や、中途採用の機会拡大を図る

早期再就職支援等助成金（中途採用拡大コース）により、賃金上昇を伴う労働移動を推進し

ます。

さらに、ハローワークにおける職業相談・

紹介について、Web会議サービスを活用し

たオンラインによる業務を県下全てのハロー

ワークで実施できる体制を確保し、行政サー

ビスの向上・ハローワークの利便性の向上を

図ります。

▼ job tag（職業情報提供サイト）
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（１） ハローワークにおける求人充足サービスの充実

３ 中小企業等に対する人材確保の支援

（２） 人材確保対策コーナー等における人材確保支援

（３） 医療・介護・保育分野の求人者向け相談対応

関係団体と連携して開催した就職相談会

ハローワークにおいて、オンラインを活用した求人受理を進めるとともに、求人事業所に対し、求人

条件緩和や魅力ある求人票の作成支援等の助言、事業所情報の収集をきめ細かく行うなどの求人

充足に向けたサービスを実施するとともに、助成金の活用を促すなどにより魅力ある職場づくりを支

援し、求人者支援の充実を図ります。

医療・介護・保育・建設・警備・運輸分野など雇用吸収力の高い分野のマッチング支援を強化す

るため、地方公共団体や関係機関で構成される協議会等の場も活用し、それぞれの連携による人

材確保支援（セミナー、相談会、面接会等）の充実を図るとともに、ハローワーク静岡・浜松・沼津

に設置された「人材確保対策コーナー」を中心に、潜在求職者の積極的な掘り起こし、求人充足に

向けた条件緩和指導等により、重点的なマッチング支援を実施します。

特に介護分野については、ハローワークと公益財団法人介護労働安定センター静岡支部とが連

携した求人充足・職場定着のための取組を進めていきます。

人材不足が特に顕著な医療・介護・保育分野において、職業紹介の条件等についてトラブルと

なるケースが発生していることを踏まえ、令和５年２月に設置した「『医療・介護・保育』求人者向

け特別相談窓口」により、引き続き、事業主等からの相談を受け付ける体制を確保します。

また、相談窓口に情報が寄せられた場合は、個々の事情に応じた必要な対応を行うとともに、

令和５年度に実施した集中指導監督により把握した情報等を活用し、医療・介護・保育分野の有

料職業紹介事業者への指導監督に取り組みます。

ハローワーク浜松人材確保対策コーナー
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１ 多様な人材の就労・社会参加の促進

（2） 障害者の就労促進

① 中小企業をはじめとした障害者の雇入れ支援等

法定雇用率が、令和６年４月以降、段階的に引

き上げられることから、特に新たに雇用義務が生

じる企業への周知・啓発を積極的に行い、障害者

の計画的な雇入れを促進します。

あわせて、障害者を１人も雇用していない企業

や障害者雇用の経験やノウハウが不足している企

業等に対しては、ハローワークと地域の関係機関

が連携して、採用の準備段階から採用後の職場

定着まで一貫したチーム支援の実施や、テレワー

クの提案などにより、障害者の雇入れを一層促進

します。

② 公務部門における障害者の雇用の促進・定着支援

公務部門においても法定雇用率が段階的に引き上げられることから、労働局から計画的な採

用が行われるよう啓発・助言等を行います。また、雇用される障害者の雇用促進・定着支援を引

き続き推進するため、障害特性に応じた個別支援、障害に対する理解促進のための研修等を行

います。

（１） 高齢者の就労・社会参加の促進

① 70歳までの就業機会確保等に向けた環境整備や企業への支援

② ハローワークにおける生涯現役支援窓口などでのマッチング支援及び多様な就業機会の確保

高年齢者雇用状況報告より

70歳までの就業確保措置を努力義務

とする高年齢者雇用安定法について事

業主への周知・啓発を図ります。

また、（独）高齢・障害・求職者雇用支

援機構との連携による事業主への提案

型の相談等により、65歳を超える定年引

上げや継続雇用制度の導入等に向けた

意識啓発・機運醸成を図ります。

65歳以上の再就職支援に重点的に取組むため、県内11か所のハローワークに設置する「生涯現

役支援窓口」を中心に、高年齢者の多様なニーズを踏まえた職業生活の再設計に係る支援や支援

チームによる効果的な職業相談・紹介によるマッチング支援を行います。

また、高年齢者の就業促進を図るため、地域の様々な機関が連携し、高年齢者の多様な形での

就業を促進する「生涯現役地域づくり環境整備事業」を実施（静岡市、賀茂郡南伊豆町）するととも

に、臨時的かつ短期的又は軽易な就労を希望する高年齢者に対しては、シルバー人材センターへ

の誘導を行うなど、高年齢者の多様なニーズに対応した就業機会の支援を実施します。

多様な人材の活躍に向けた就職支援
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③ 改正障害者雇用促進法の円滑な施行

令和６年４月に施行予定である改正障害者雇用促進法の周知に努めるとともに、障害者雇用ゼ

ロ企業を含めた法定雇用率未達成企業に対する雇用率達成指導等において、特に中小企業や

除外率設定業種（特に除外率引下げによる影響の大きい企業）を中心に、必要に応じて障害者

雇用相談援助助成金の利用を勧奨します。

④ 精神障害者、発達障害者、難病患者等の多様な障害特性に対応した就労支援

精神障害者、発達障害者、難病患者である求職者について、ハローワークに専門の担当者を配

置するなど多様な障害特性に対応した就労支援を推進します。難病患者である求職者に関しては

ハローワークと難病相談支援センター等との連携による就労支援体制の強化を図ります。

障害者の職業訓練については、静岡県において、職業能力開発校における職業訓練や障害者

委託訓練等を実施しており、労働局及びハローワークにおいては、障害者の職業能力開発の促進

が図られるよう、静岡県と連携のうえ、周知や受講勧奨、就職支援等を実施します。また、障害者

の雇用後の能力開発及び向上に向けて、労働局及びハローワークにおいて企業ニーズの把握とと

もに静岡県が実施する在職者訓練の活用を促します。

（３） 外国人に対する支援

① 外国人求職者に対する就職支援

外国人雇用状況届出集計

在留資格別外国人労働者数の推移（令和5年10月末現在）

ハローワーク職員や外国人雇用管理アドバイザー

（社会保険労務士や行政書士等へ委嘱）による事

業所訪問や事業主向けのセミナー等を通じて、外国

人労働者の雇用管理状況の確認、改善のための助

言・援助、雇用維持のための相談や、「外国人労働

者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対

処するための指針」の周知等を実施します。

また、外国人雇用状況届出については、外国人

雇用関係業務はもとより、不法就労等対策にも活用

されていることから、外国人雇用状況届出制度の適

正な対応を行います。

外国人雇用サービスコーナー

県内14カ所のハローワーク内に設置した外国

人雇用サービスコーナーに専門相談員や通訳

員を配置し、外国人求職者に対する職業相談

等を円滑に実施できる体制を整備するほか、日

本の職場におけるコミュニケーション能力の向上

等を目的とした「外国人就労・定着支援研修」

（厚生労働省委託事業）の受講を勧奨するなど

により、個々の状況に応じたきめ細かな就職・定

着を支援します。

また、静岡・浜松新卒応援ハローワーク内に

設置した留学生コーナーでは、大学のキャリア

センター等とも連携して、外国人留学生の国内

就職推進に向けた支援を実施します。

② 外国人労働者の適正な雇用管理に関する指導等
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雇用失業情勢や働き方の多様化の進展等

制度をめぐる諸情勢に的確に対応し、雇用の

セーフティーネットとしての役割を果たすため、

雇用保険の給付業務については、雇用保険

受給資格者の早期再就職の実現に向けた的

確な失業認定や適正な給付を行うとともに、

適用業務については、オンライン申請の利用

促進や未手続事業・労働者の把握・解消に向

けた計画的な取組を行います。

また、適正な給付や受給者の利便性向上の

ため、手続時のマイナンバーの届出を一層推進

するとともに、マイナンバーと被保険者番号との

紐づけや個人情報の管理に当たって厳正な事

務処理を徹底します。

雇用関係助成金については、それぞれの制度目的が果たされるように周知に努めるともに、雇用

関係助成金ポータルを通じた電子申請の利用勧奨に努め、利用率の向上を図ります。また、近年

の不正受給件数の増加を踏まえ、審査等に当たり実地調査を行うなど適正支給に努めるとともに、

事業主や社会保険労務士等に対して周知を行った上で、不正受給等への厳正な対処を徹底しま

す。

（４） 雇用保険制度の適正な運営
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２ 多様な課題を抱える新規学卒者・若年者、就職氷河期世代の支援

（２） 就職氷河期世代に対する専門窓口における伴走型支援の推進

正社員就職を希望するいわゆる就職氷河期世代の求職者に対して、

ハローワーク静岡・浜松に設置されている「ミドル・チャレンジコーナー」に

おいて、専門相談員を中心としたチームにより、個別の支援計画に基づ

くキャリアコンサルティング、生活設計面の相談、必要な能力開発施策

へのあっせん、適性・能力等を踏まえた求人開拓、就職後の定着支援

などを計画的かつ総合的に実施します。また、企業に対しては正社員で

の雇い入れや一定期間の試行雇用に係る助成金等の活用を促進しつ

つ、求人開拓等の取組を集中的に実施します。

（３） 地域若者サポートステーションにおける就職氷河期世代を含む
就労自立支援

就職氷河期世代を含め、就労に当たって課題を有する無業者に対し、

労働局の委託事業である地域若者サポートステーションにおいて、地方

公共団体の労働関係部局等の関係者とも連携しながら、職業的自立に

向けた継続的な支援を推進します。

（１） 新卒応援ハローワーク等における多様な課題を抱える新規学卒者等への支援

静岡・浜松新卒応援ハローワーク等に配

置された就職支援ナビゲーターが、大学等

とも連携しつつ、担当者制による個別支援

や各種セミナーの開催等により、学生等の

就職を支援をします。

また、就職活動に困難な課題を抱える

学生等については、専門家（公認心理師

等）とも連携し、心理的サポートを含めた就

職等支援を行います。

① 新規学卒者等への就職支援

② 正社員就職を希望する若者への就職支援

正社員就職を希望する安定した就労経験が少ない若年

求職者（概ね35歳未満）を対象に、浜松わかものハローワー

ク等に配置した就職支援ナビゲーターによる担当者制の個

別支援や各種セミナーの開催、個別求人開拓、就職後の定

着支援のほか、職業訓練部門との連携による能力開発支援

を通じて正社員就職の実現を図ります。

また、オンライン職業相談やＬＩＮＥ等のＳＮＳを活用したイ

ベント情報等の配信を行い、わかものハローワーク等の新規

利用を勧奨します。

静岡ミドル・チャレンジコーナー相談会
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女性活躍・男性の育児休業取得等の促進

１ 女性活躍・男性の育児休業取得等の促進

（２） 男性の育児休業取得の促進をはじめとする仕事と育児等の両立支援の推進

「産後パパ育休」（出生時育児休業）を含め、育児・介護休業法に基づく両立支援制度につ

いて労働者が円滑に利用できるよう周知を図ります。

また、労働者の権利侵害が疑われる事案や育児休業の取得等を理由とする不利益取扱い

が疑われる事案を把握した場合には、事業主に対する指導等を積極的に行います。

（３） 次世代育成支援対策の推進

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定等につ

いては、各企業の実情に即した計画の策定を支援するとともに、労働者数１０１

人以上の義務企業の届け出等の徹底を図ります。

（１） 女性活躍推進法及び男女雇用機会均等法の履行確保

女性活躍推進認定マーク
「プラチナえるぼし」

次世代認定マーク
「プラチナくるみん」

また、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業として厚生労働大

臣が 認定する「えるぼし」認定・「プラチナえるぼし」認定の取得促進を図ります。

あわせて、「くるみん」・「プラチナくるみん」、「トライくるみん」、「くるみんプラス」

の認定基準について広く周知するとともに、認定の取得促進に向けた働きかけ

を行います。

一層の女性の活躍推進に向けた取組を促すことで、誰もが働きやすい就業

環境を整備するため、「女性活躍推進法」及び「男女雇用機会均等法」の履行

確保を図ります。

（４） マザーズハローワーク等による子育て中の女性等に対する就職支援

就職を希望する子育て中の女性等を対象にマザーズハローワーク等において、担当者制によるき

め細かな就職支援を実施するとともに、仕事と子育ての両立がしやすい求人の確保、保育所・子育て

支援サービス・年金や扶養に係る情報の提供等を行います。

また、職業相談及び情報提供の

オンライン化を推進するとともに、地

域の子育て支援機関等と密接に連

携してアウトリーチ型支援の強化を

図ります。

静岡労働局マザーズオリジナルキャラクター
「はまリン」と「ここリン」
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２ 総合的なハラスメント対策の推進

（１） 職場におけるハラスメント対策の実施

パワーハラスメント、セクシュアルハラスメ

ント及び妊娠・出産・育児休業等に関す

るハラスメント防止措置について周知を

図るとともに、年間を通じて計画的に指

導等を行い、法の履行確保を図ります。

（３） 労働関係紛争の早期解決の促進

労働局及び労働基準監督署に設置

された「総合労働相談コーナー」にお

いて、労働問題に関するあらゆる相談

にワンストップで対応します。

労働局長による助言・指導について

は、効果的に実施するとともに、紛争

調整委員会によるあっせんの迅速な

対応により、個別労働紛争の適切かつ

迅速な解決を図ります。

民事上の個別労働紛争の主な相談内容別の件数推移

（２） 職場におけるハラスメント等への周知啓発の実施等

職場におけるハラスメント撲滅に向け、12月の「ハラスメント撲滅月間」を中心に周知・広報を行い

ます。

また、就職活動中の学生等に対するハラスメントについては、事業主に対してハラスメント防止指針

に基づく「望ましい取組」の周知徹底を図るとともに、カスタマーハラスメントについては、対策マニュア

ル等を活用して防止対策を促進します。

（４） フリーランスの就業環境の整備

フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行に向けて、フリーランスやフリーランスに業務を

委託する発注事業者等に対し、あらゆる機会を捉えて、フリーランス・事業者間取引適正化等法

の内容について周知啓発を行うとともに、フリーランスや発注事業者等からのフリーランス・事業者

間取引適正化等法の就業環境整備に関する内容についての問い合わせに適切に対応します。

また、フリーランスから発注事業者等との契約等のトラブルについての相談があった際には、引き

続き「フリーランス・トラブル110番」を紹介するなど適切に対応するとともに、フリーランス・事業者

間取引適正化等法の施行後は、フリーランスから法違反に関する申出があった場合には、遅滞な

く申出内容を聴取し、発注事業者等に対する報告徴収・是正指導等を行い、履行確保を図ります。
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労働保険適用徴収業務の適正な運営

１ 労働保険料の適正徴収等

２ 労働保険未手続事業一掃対策の推進

（１） 労働者を雇用する全ての事業主の労働保険加入を最重要課題とし、労働保険料の公平な負担

を図るため、加入勧奨及び手続指導等について、局、署、所、各関係行政機関等及び労働保険

未手続事業一掃業務の受託者との連携を強化し、積極的に労働保険の加入促進を図ります。

（１） 事業主等に対し、労働保険制度に対する理解を促し、法令等に基づく労働保険料を申告・納付す

るよう適切な指導を行うとともに、費用負担の公平を期するために重要な算定基礎調査において、効

果的な実施計画を策定し、適確な実施に努めます。

（２） 保険料収納率の向上を図るため、滞納整理、納付督励等の徴収業務に積極的に取り組み、滞納

事業主に対する財産差押え等、効果的かつ実効ある滞納整理を実施します。
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（２） 他の行政機関等との連携を密にして、再三の勧奨・ 指導等を行っても加入しない事業所には、職

権による保険成立手続、保険料の認定決定等、強力に加入促進業務を実施します。

３ 電子申請の一層の利用促進

「オンライン利用率引き上げの基本計画」

に基づき、労働保険の成立、申告等の手

続きの電子申請の利用について、あらゆる

機会を捉えて周知し、電子申請の一層の

利用促進を図ります。

（３） 口座振替納付制度について、法定納期限における確実な納付や、納付手続の負担軽減などのメ

リットが理解されるよう一層の周知を図り、利用促進に取り組みます。
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静岡労働局令和6年３月１日現在

所在地 電話番号

総務部

〒４２０－８６３９ 静岡市葵区追手町９－５０

静岡地方合同庁舎３階
０５４-２５４-６３１２

労働基準部 ０５４-２５４-６３１３

雇用環境・均等室

静岡地方合同庁舎５階

０５４-２５２-５３１０

職業安定部 ０５４-２７１-９９６０

労働基準監督署

所在地 電話番号

三島労働基準監督署 〒４１１－００３３ 三島市文教町１－３－１１２ 三島労働総合庁舎３階 ０５５-９８６-９１００

(下田駐在事務所) 〒４１５－００３６ 下田市西本郷２－５－３３ 下田地方合同庁舎１階 (０５５８-２２-０６４９)

沼津労働基準監督署 〒４１０－０８３１ 沼津市市場町９－１ 沼津合同庁舎４階 ０５５-９３３-５８３０

富士労働基準監督署 〒４１７－００４１ 富士市御幸町１３－２８ ０５４５-５１-２２５５

静岡労働基準監督署 〒４２０－０８５８ 静岡市葵区伝馬町２４－２ 相川伝馬町ビル2階・３階 ０５４-２５２-８１６５

島田労働基準監督署 〒４２７－８５０８ 島田市本通１T目４６７７－４ 島田労働総合庁舎３階 ０５４７-３７-３１４８

磐田労働基準監督署 〒４３８－８５８５ 磐田市見付３５９９－６ 磐田地方合同庁舎４階 ０５３８-３２-２２０５

浜松労働基準監督署 〒４３０－８６３９ 浜松市中央区中央１－１２－４ 浜松合同庁舎８階 ０５３-４５６-８１５１

公共職業安定所(ハローワーク)

所在地 電話番号

下田公共職業安定所 〒４１５－８５０９ 下田市４－５－２６ ０５５８-２２-０２８８

三島公共職業安定所 〒４１１－００３３ 三島市文教町１－３－１１２ 三島労働総合庁舎１階 ０５５-９８０-１３００

三島公共職業安定所
伊 東 出 張 所

〒４１４－００４６ 伊東市大原１－５－１５ ０５５７-３７-２６０５

沼津公共職業安定所 〒４１０－０８３１ 沼津市市場町９－１ 沼津合同庁舎１階・３階 ０５５-９３１-０１４５

沼津公共職業安定所
御殿場出張所

〒４１２－００３９ 御殿場市かまど字水道１１１１ ０５５０-８２-０５４０

富士公共職業安定所 〒４１７－８６０９ 富士市南町１－４ ０５４５-５１-２１５１

富士宮公共職業安定所 〒４１８－００３１ 富士宮市神田川町１４－３ ０５４４-２６-３１２８

清水公共職業安定所 〒４２４－０８２５ 静岡市清水区松原町２－１５ 清水合同庁舎１階 ０５４-３５１-８６０９

静岡公共職業安定所 〒４２２－８０４５ 静岡市駿河区西島２３５－１ ０５４-２３８-８６０９

焼津公共職業安定所 〒４２５－００２８ 焼津市駅北１－６－２２ ０５４-６２８-５１５５

島田公共職業安定所 〒４２７－８５０９ 島田市本通１T目４６７７－４ 島田労働総合庁舎１階 ０５４７-３６-８６０９

島田公共職業安定所
榛 原 出 張 所

〒４２１－０４２１ 牧之原市細江４１３８－１ ０５４８-２２-０１４８

掛川公共職業安定所 〒４３６－００７３ 掛川市金城７１ ０５３７-２２-４１８５

磐田公共職業安定所 〒４３８－００８６ 磐田市見付３５９９－６ 磐田地方合同庁舎１階 ０５３８-３２-６１８１

浜松公共職業安定所 〒４３２－８５３７ 浜松市中央区浅田町５０－２ ０５３-５４１-８６０９

浜松公共職業安定所
細 江 出 張 所

〒４３１－１３０２ 浜松市浜名区細江町広岡３１２－３ ０５３-５２２-０１６５

浜松公共職業安定所
浜 北 出 張 所

〒４３４－００３７ 浜松市浜名区沼２６９-1 ０５３-５８４-２２３３

静岡労働局・労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)一覧
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新庁舎：掛川市駅前４－４ SKしんきん駅前プラザ２階


